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別記１ 責任及びリスク分担の区分表  

項目 内容等 

負担者 

県 
指定管

理者 

物価等の変動 人件費、物品費、光熱費等の変動に伴う経費の増加  ○ 

金利の変動 金利の変動に伴う経費の増加  ○ 

税制度の変更 一般的な税制変更（消費税を除く。）  ○ 

消費税の変更 ○  

法令の改正 

  

施設の設置基準、管理基準等の変更により、施設、設備等の改修

又は整備が必要なもの  
○  

施設の管理業務一般に関するもの  ○ 

施設の利用許

可等 

施設の利用許可、利用許可の取消し等  ○ 

県の指定する施設の目的外使用許可 ○  

施設の利用許可、利用許可の取消等に対する不服申立て ○  

施設、設備の

修繕等 

 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

１件につき10万円（消費税額及び地方消費税額を含む。）以上の

もの 
○  

１件につき10万円（消費税額及び地方消費税額を含む。）未満の

もの 
 ○ 

施設の新設又は増改築 ○  

その他特別な事情があると認められるとき 協議事項 

貸与物品の修

繕 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

１件につき10万円（消費税額及び地方消費税額を含む。）以上の

もの 
○  

１件につき10万円（消費税額及び地方消費税額を含む。）未満の

もの 
 ○ 

その他特別な事情があると認められるとき 協議事項 

周辺地域、住

民及び施設利

用者への対応 

周辺地域との協調に関するもの  ○ 

施設の管理運営に対する利用者又は地域住民からの要望、苦情

等への対応に関するもの 
 ○ 

その他 ○  

セキュリティ 指定管理者として講ずべき措置の不備又は錯誤、指定管理者の

職員の不法行為等による情報漏洩、犯罪等の発生 
 ○ 

第三者への賠

償 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

その他 ○  

保険への加入 火災保険への加入 ○  

施設賠償責任保険への加入  ○ 

不可抗力 不可抗力に伴う管理業務の履行不能、施設等の損害復旧等 協議事項 

事業終了時の

費用 

指定期間が終了した場合又は指定を取り消された場合における指

定管理者の撤収費用 
 ○ 

 


